
悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の

抜本的改正を求める意見書 

 

クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普

及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き

起こしている。支払能力を大幅に超える契約を締結させられる被害は、クレジット

会社が顧客の支払能力を十分にチェックせずに契約を認めることにより、被害が拡

大している一面がある。 

よって、本市議会は、国会及び政府に対し、クレジット契約を利用した悪質商法

被害・過剰与信被害を防止するため、割賦販売法を下記のとおり抜本的に改正する

よう、求めるものである。 

 

記 

 

１ 過剰与信規制の具体化 

クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないよう

に、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。 

２ 不適正与信防止義務と既払金返還責任 

クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、

加盟店を調査する義務、及び、違法な取引にクレジットを提供したときは、既払

い金の返還義務を含むクレジット会社の共同責任を規定すること。 

３ 割賦払い要件と政令指定商品制の廃止 

１～２回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止する

ことにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。 

４ 登録制の導入 

個品方式のクレジット事業者（契約書型クレジット）について、登録制を設

け、契約書面交付義務及びクーリングオフ制度を規定すること。 

 

上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成19年10月１日 

 

三鷹市議会議長 石 井 良 司 

 




